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規 則

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第70号

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則（平成 5 年高知

県規則第39号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項第20号中「第 5 条第12項」を「第 5 条第13項」

に、「同条第21項」を「同条第22項」に、「同条第22項」を「同

条第23項」に、「同条第 4 項」を「同条第 5 項」に、「同条第 5 

項」を「同条第 6 項」に、「同条第 6 項」を「同条第 7 項」に、

「同条第 7 項」を「同条第 8 項」に、「同条第 8 項」を「同条第

 9 項」に、「同条第10項」を「同条第11項」に、「同条第13項」

を「同条第14項」に、「同条第14項」を「同条第15項」に、「同

条第15項」を「同条第16項」に、「同条第16項」を「同条第17

項」に改め、同条第 2 項第13号中「第 5 条第12項」を「第 5 条第

13項」に、「同条第21項」を「同条第22項」に、「同条第22項」

を「同条第23項」に、「同条第 5 項」を「同条第 6 項」に、「同

条第 6 項」を「同条第 7 項」に、「同条第13項」を「同条第14

項」に、「同条第14項」を「同条第15項」に、「同条第15項」を

「同条第16項」に、「同条第17項」を「同条第18項」に改める。

第 3 条第 1 項第 5 号中「必要と」を「必要があると」に改め

る。

第 7 条中「不適当と」を「不適当であると」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第71号

高知県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則

高知県社会福祉審議会規則（平成12年高知県規則第95号）の一

部を次のように改正する。

第 7 条第 4 項中「第 5 条第18項」を「第 5 条第19項」に改め

る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第780号

農林水産大臣から、次の森林を保安林に指定する予定である旨

の通知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

規定により告示する。

平成23年12月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　保安林予定森林の所在場所

宿毛市小筑紫町石原字上樟子1809、1810、1811のイ、1811の

ロ、1816の 5 、字下瀧1826の 1 、1826の 8 、1826の11、1826の

12、字畑ケ迫1829の 1 、1829の 7 、1829の34、1829の40、字仲

尾1928の 1 

 2 　指定の目的

　　土砂の流出の防備

 3 　指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法 

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び宿毛市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第781号

農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通

知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定

により告示する。

　　平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

安芸市畑山字芝居乙1071の 7 ・乙1071の43（以上 2 筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

 2 　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第782号

農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通

知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定

により告示する。

　　平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

香美市香北町猪野々字森山4342の 1 ・4342の 3 ・4343（以上

 3 筆について次の図に示す部分に限る。）、4342の 2 、字吉右

衛門屋敷4425（次の図に示す部分に限る。）

 2 　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び香美市役所に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第783号

農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通
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知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定

により告示する。

　　平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町大正大奈路字小味野々山1004の61（国有林。

次の図に示す部分に限る。）

 2 　保安林として指定された目的

　　水源のかん養

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第784号

　土佐清水市宗呂上の一部地区、四万十市三里の一部地区、安芸

郡安田町小川及び瀬切の各一部地区、吾川郡仁淀川町宮ヶ平地

区、高岡郡越知町佐之国の一部地区、高岡郡日高村下分の一部地

区並びに幡多郡大月町赤泊及び頭集の各一部地区における地籍調

査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項

の規定により国土調査の成果として認証したので、同条第 4 項の

規定により次のとおり告示する。

　　平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査を行った者の名称

( 1 )　土佐清水市

( 2 )　四万十市

( 3 )　安田町

( 4 )　仁淀川町

( 5 )　越知町

( 6 )　日高村

( 7 )　大月町

 2 　調査を行った地域及び時期

( 1 )　土佐清水市宗呂上の一部

平成20年度及び平成21年度

( 2 )　四万十市三里の一部

平成21年度及び平成22年度

( 3 )　安芸郡安田町小川及び瀬切の各一部

平成20年度及び平成21年度

( 4 )　吾川郡仁淀川町宮ヶ平

平成20年度及び平成21年度

( 5 )　高岡郡越知町佐之国の一部

平成21年度及び平成22年度

( 6 )　高岡郡日高村下分の一部

平成20年度及び平成21年度

( 7 )　幡多郡大月町赤泊及び頭集の各一部

平成21年度及び平成22年度

 3 　成果の名称

( 1 )　土佐清水市地籍図及び地籍簿

( 2 )　四万十市地籍図及び地籍簿

( 3 )　安田町地籍図及び地籍簿

( 4 )　仁淀川町地籍図及び地籍簿

( 5 )　越知町地籍図及び地籍簿

( 6 )　日高村地籍図及び地籍簿

( 7 )　大月町地籍図及び地籍簿

 4 　認証年月日

　　平成23年12月16日

高知県告示第785号

土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定に基づき事

業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成23年12月16日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　起業者の名称

四万十町

 2 　事業の種類

四万十町本庁舎建設事業

 3 　起業地

( 1 )　収用の部分

高岡郡四万十町琴平町16番及び榊山町 4 番地内

( 2 )　使用の部分

なし

 4 　事業の認定をした理由

平成23年10月14日に四万十町から申請のあった四万十町本庁

舎建設事業（以下「本件事業」という。）に関する事業認定の

理由は、次のとおりである。

( 1 )　土地収用法第20条第 1 号の要件への適合性について

本件事業は、四万十町が老朽化した本庁舎を新築移転す

る事業であることから、土地収用法第 3 条第31号に掲げる

「国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試

験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設」に係

る事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 1 号の要

件を充足すると判断される。

( 2 )　土地収用法第20条第 2 号の要件への適合性について

本件事業の起業者である四万十町は地方公共団体であ

り、平成23年 3 月には「四万十町庁舎建設基本計画」を策

定し、本件事業に要する経費及びその財源についての予算

措置も講じられていることから、本件事業を施行する権能

を有すると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 2 号の要

件を充足すると判断される。

( 3 )　土地収用法第20条第 3 号の要件への適合性について

ア　本件事業の施行により得られる公共の利益について

四万十町は、平成18年 3 月20日に旧窪川町、旧大正町

及び旧十和村（ウの項において「旧 3 町村」という。）

が合併して誕生した642.06平方キロメートルという高知

県内最大の行政区域面積を有する地方公共団体である。

現在の本庁舎は、昭和36年に建設されてから50年が経

過しており建物内外の老朽化が著しく、さらに、これま

で行政事務量の増加に応じて庁舎の増築及び整備を重ね

てきたことにより、行政機関の建物としては狭隘
あ い

でかつ

行政機能が数ヶ所に分散しているため来庁者の利便性が

悪い状況である。さらに、来庁者用の駐車スペースが約

30台しか確保されておらず、雨天時等には駐車場が混雑

する状況が恒常化しており、高齢者や障害者等への対応

も十分になされていない。

また、現在の本庁舎は平成21年に実施された耐震診断

の結果では、近い将来発生が想定される東南海、南海地

震等の大地震で倒壊し、又は崩壊する危険性が高い状態

にあると診断されており、耐震構造を有する庁舎の建設

が緊急の課題となっている。

本件事業の完成により、これらの課題の改善を図るこ

とができるとともに、町民と行政との感覚的な距離を近

づけ、誰もが利用しやすく、地域防災の拠点施設として

も十分な機能を発揮することが可能になり、町民サービ

スの向上及び地域の活性化により一層貢献できる。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共

の利益は、相当程度存すると認められる。

イ　本件事業の施行により失われる利益について

起業者の調査によると、本件事業の起業地内には、起

業者が保護のため特別の措置を講ずべき貴重な動植物及

び文化財等は見受けられない。

また、本件事業は環境影響評価法（平成 9 年法律第81

号）又は高知県環境影響評価条例（平成11年高知県条例

第 5 号）により環境影響評価が義務付けられた事業には

該当しないが、起業者は事業の施行に係る工事に当たっ

ては、低騒音かつ低振動の建設機械を用いる等生活環境

に及ぼす影響を軽減する措置を講じることとしている。

以上のことから、本件事業の施行により失われる利益

は軽微であると認められる。

ウ　代替案の検討について

本件事業の候補地として、当初 5 つの候補地があげら

れていたが、最終的には窪川駅東西複合案と緑林公園案

の 2 つの候補地について比較検討している。各種公共施

設の集積度、地域住民の交通利便性、四万十町全域のま

ちづくりへの寄与、災害時における他機関との連携等を



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
4
0
0
号

　
平
成

2
3
年
1
2
月
1
6
日
（
金
曜
日
）
　

33

併せて考慮すれば、社会的及び経済的な見地から本件事

業の起業地が最も適切であると認められる。特に、ＪＲ

窪川駅に隣接している点は、合併した旧 3 町村を横断す

るＪＲ予土線を利用して来庁できるという好立地条件を

持つ場所であると判断される。

また、本件事業により建設される庁舎面積は、地方債

査定に係る標準面積に基づく算定方法等に基づき、各室

の使用実態に応じた必要面積を勘案して決定しており、

適当であると認められる。

エ　比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる

利益とを比較衡量した結果、本件事業の施行により得ら

れる公共の利益が失われる利益に優越すると認められる

とともに、ウで述べたように本件事業の起業地は他の候

補地と比較して最も適切であると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第20条第 3 号の

要件を充足すると判断される。

( 4 )　土地収用法第20条第 4 号の要件への適合性について

ア　本件事業を早期に施行する必要性

( 3 )のアで述べたように、現在の本庁舎は昭和36年に

建設され50年が経過していること及び行政機能が数ヶ所

に分散している状況は、円滑な行政事務推進の支障と

なっているばかりでなく、目的に応じて来庁すべき庁舎

が異なることによる利用者の混乱、手続等で庁舎間を移

動する必要が生じること、慢性的な駐車場不足により高

齢者、障害者等の負担も増加していること等利用者の利

便性にも多大な支障をきたしている。

また、現在の本庁舎は平成21年に実施された耐震診断

の結果では、近い将来発生が想定される東南海、南海地

震等の大地震で倒壊し、又は崩壊する危険性があると診

断されており、地域の防災拠点として早期に本件事業の

完成を図る必要があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高い

ものと認められる。

イ　起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画

に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供

される範囲に止められていることから、収用又は使用の

範囲の別についても合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業は、土地を収用し、又は使

用する公益上の必要があると認められるため、土地収用

法第20条第 4 号の要件を充足すると判断される。

( 5 )　結論

( 1 )から( 4 )までにおいて述べたように、本件事業は、

土地収用法第20条各号の要件を全て充足すると判断され

る。

以上の理由により、本件事業について、土地収用法第20条の

規定に基づき、事業の認定をするものである。

 5 　土地収用法第26条の 2 第 2 項の規定による図面の縦覧場所

四万十町役場総務課

高知県告示第786号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年12月16日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年12月16日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  窪川船戸

 3 　道路の区域

号安芸中央インター線）

 2 　都市計画を変更する土地の区域

　　変更する部分

安芸市幸町、矢ノ丸二丁目及び矢ノ丸四丁目の各一部

安芸市伊尾木字杉ノ下、字東濱田、字下モ臺、字西濱田、字

地蔵、字長ツチヨ、字上ミ島、字下モ島及び字地代坊の各一部

安芸市川北字外張、字馬越、字新町、字辻前、字南片町、字

北片町、字片町、字新川尻及び字馬場の各一部

安芸市東浜字東タケガハナ、字タケガハナ、字泉、字カ子マ

サ、字ツボイダ、字ヲキガ内、字スヱマサ、字トミナガ、字ト

モキヨ、字ミヤケダ、字四十カラ、字城領田、字アヂヨシ、字

横ニウジ、字ニウジ、字イザナミ、字上ミクスモト、字下モク

スモト及び字西モチ田の各一部

安芸市西浜字ソヲリ、字小八王子、字コイタ、字貝篭リ、字

野町、字ヨコバリ、字鳥越山、字一ノ谷東分、字一ノ畝、字中

畝、字馬ノ丁、字山崎、字十六代畝先、字清七谷、字一ノ谷道

ヨリ北、字武英山、字東カマワラ、字ム子カ子、字トビタ及び

字コ子ヂの各一部

安芸市黒鳥字トモタ、字モモシロ、字吉川、字椎ノ木谷、字

南谷、字北谷及び字寺谷の各一部

安芸市穴内乙字腰掛松及び字腰掛の各一部

安芸市土居字入ノ内の一部

 3 　縦覧場所

　　高知県土木部都市計画課及び安芸市役所

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、南国市明見土地改良区から次のとおり退任した役員の届出が

あった。

平成23年12月16日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

　監事    濱田　　純  南国市明見421

  〃      田處　俊夫  〃    〃　301

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第 4 項において準

用する同法第18条第16項の規定により、南国市明見土地改良区か

ら次のとおり退職した清算人の届出があった。

平成23年12月16日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　　氏　名  　   　 住　　　　　　　所

　杉村　　渡　　南国市明見362

区　　　　　間
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高岡郡中土佐町大野

見竹原291番から

高岡郡中土佐町大野

見竹原672番まで

高岡郡中土佐町大野

見竹原289番から

高岡郡中土佐町大野

見竹原677番まで

高岡郡中土佐町大野

見竹原289番から

高岡郡中土佐町大野

見竹原677番まで

前

3.0

          　  

15.8

9.5

         

47.0

〜

〜

Ａ

Ｂ

9.5

         

47.0

〜後

471

164

164

高知県公告第787号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第18条第 1 項の規定により都市計画を変更したので、

同法第21条第 2 項において準用する同法第20条第 1 項の規定によ

り次のとおり告示し、同条第 2 項の規定により当該都市計画の図

書を公衆の縦覧に供する。

　　平成23年12月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　都市計画の種類

安芸都市計画道路（ 1 ・ 6 ・ 2 号安芸中央線及び 3 ・ 5 ・ 8 
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　松村　武雄　　〃　　〃　297－ 1 

　松村　博道　　〃　　〃  178

　淡中　龍一　　〃　　〃　345

　坂本　惇三　　〃　　〃　384

　濱田　洋一　　〃　　〃　496

　濵田　經宇　　〃　　〃　458

　濱田　信一　　〃　　〃　361

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第23号

技能検定員審査等に関する規則（平成 6 年国家公安委員会規則

第 3 号）第 2 条（同規則第10条第 2 項において準用する場合を含

む。）の規定により、技能検定員審査及び教習指導員審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施する。

平成23年12月16日

高知県公安委員会委員長　近森　正幸

 1 　審査の種類、期日及び場所

( 1 )　審査の種類

技能検定員審査等に関する規則（以下「規則」という。）

第 1 条及び第10条第 1 項に規定する技能検定員審査及び教習

指導員審査を次の区分に応じて行う。

ア　大型自動車免許及び中型自動車免許（以下「大型自動

車免許等」という。）

イ　普通自動車免許

ウ　大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動

二輪車免許及び牽
け ん

引免許（以下「特定第一種免許」とい

う。）

エ　大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普

通自動車第二種免許（以下「大型自動車第二種免許等」

という。）

( 2 )　審査の期日

平成24年 1 月19日（木）及び20日（金）

( 3 )　審査の場所

吾川郡いの町枝川200番地

高知県警察本部交通部運転免許センター

 2 　審査の申請手続に関する事項

( 1 )　審査を受けようとする者は、規則別記様式第 1 号の審査

申請書（以下「審査申請書」という。）を高知県公安委員会

に提出すること。

その際受けようとする審査の種類に応じた自動車を運転す

ることができる運転免許（仮運転免許を除く。）に係る運転

免許証を提示すること。

( 2 )　審査を受けようとする者が、規則第17条第 1 項各号、第

 2 項各号、第 3 項各号、第 4 項各号又は第 5 項各号のいずれ

かに該当する者であるときは、審査申請書に、それぞれ当該

各号に該当する者であることを証明する書面を添付するこ

と。

( 3 )　大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査又は教習

指導員審査を受けようとする者は、次の区分に応じて、次の

資格者証を提示すること。

ア　大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、大型自動車免許に係る技能検定員資

格者証

イ　大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、大型自動車免許に係る教習指導員資

格者証

ウ　中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、中型自動車免許に係る技能検定員資

格者証

エ　中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、中型自動車免許に係る教習指導員資

格者証

オ　普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、普通自動車免許、中型自動車免許又

は大型自動車免許に係る技能検定員資格者証

カ　普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、普通自動車免許、中型自動車免許又

は大型自動車免許に係る教習指導員資格者証

 3 　審査の実施に関する事項

( 1 )　技能検定員審査の方法等

審査項目

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の技

能検定に

関する技

能

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の技

能検定に

関する知

識

大型自動

車第二種

免許等の

技能検定

に関する

技能

大型自動

車第二種

免許等の

技能検定

に関する

知識

審査細目

技能検定員として

必要な自動車の運

転技能

自動車の運転技能

に関する観察及び

採点の技能

教則の内容となっ

ている事項

自動車教習所に関

する法令について

の知識

技能検定の実施に

関する知識

自動車の運転技能

の評価方法に関す

る知識

技能検定員として

必要な自動車の運

転技能

自動車の運転技能

に関する観察及び

採点の技能

旅客自動車運送事

業及び自動車運転

代行業に関する法

令についての知識

自動車の運転技能

の評価方法に関す

る知識

審査方法等

技能試験（自動車の運転

に必要な技能についての運

転免許試験をいう。以下同

じ。）の方法に準じて行う

ものとし、その合格基準

は、90パーセント以上の成

績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

面接試験又は論文式の筆

記試験により行うものと

し、その合格基準は、それ

ぞれ95パーセント以上の成

績であること。

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、90パーセント以上の

成績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式の筆記試験により

行うものとし、その合格基

準は、95パーセント以上の

成績であること。

( 2 )　教習指導員審査の方法等

審査項目

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

審査細目

教習指導員として

必要な自動車の運

転技能

審査方法等

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、85パーセント以上の

成績であること。
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( 3 )　審査手数料の額

ア　技能検定員（大型自動車免許等24,700円、普通自動車免

許20,500円、特定第一種免許14,100円、大型自動車第二種

免許等22,450円）

イ　教習指導員（大型自動車免許等15,650円、普通自動車免

許12,150円、特定第一種免許9,500円、大型自動車第二種

免許等13,300円）

 4 　その他

審査の詳細については、高知県警察本部交通部運転免許セン

ター教習所係（電話番号088－893－1221内線372）に問い合わ

せること。

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成23年12月 7 日（掲示済）

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第23号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

付則に次の 1 項を加える。

（東日本大震災に対処するための災害警備等作業手当の特例）

 8 　警察職員の条例の適用を受ける職員が、東日本大震災（平成

23年 3 月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う

原子力発電所の事故による災害をいう。）に対処するため災害

警備等の作業（別表第 3 の14の表に規定する災害警備等の作業

をいう。）に引き続き 5 日以上従事したときの災害警備等作業

手当（同表の14の災害警備等作業手当をいう。）の額は、同表

の14の表の規定にかかわらず、 1 日当たり1,680円とする。

附　則

（施行期日等）

 1 　この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支

給等に関する規則（次項において「改正後の規則」という。）

の規定は、平成23年 3 月17日から適用する。

（災害警備等作業手当の内払）

 2 　改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則に

よる改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づい

て支給された災害警備等作業手当は、改正後の規則の規定によ

る災害警備等作業手当の内払とみなす。

海 区 漁 業 調 整

委 員 会 指 示

高知海区漁業調整委員会指示第63号

宿毛市沖ノ島周辺海域における船舶を使用してのいさき釣りに

ついて、漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第 1 項の規定に

基づき、平成23年12月 7 日に次のとおり指示した。

平成23年12月16日

高知海区漁業調整委員会会長　和田　義光

 1 　操業の承認

 3 に定める操業区域（以下「操業区域」という。）において

船舶を使用していさき釣りをしようとする者は、別に定める承

認事務取扱要領に基づき、使用する船舶ごとに高知海区漁業調

整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければな

らない。

 2 　承認対象者及び使用船舶

 1 に定める操業の承認（以下「承認」という。）の対象とな

る者は操業区域においていさき釣り漁業の実績を有する漁業協

同組合員とし、使用する船舶は総トン数 5 トン未満の漁船とす

る。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

 3 　操業区域

宿毛市沖ノ島、鵜来島、黒碆、二並島、三ノ瀬島、室碆、水

島及び姫島の最大高潮時の海岸線と同海岸線の沖合1,000メー

トルの線とにより囲まれた区域とする。ただし、第三種共同漁

業権共第3,131号から共第3,133号まで及び共第3,809号から共

第3,814号までの漁場区域を除く。

 4 　操業期間

操業期間は、 1 月 1 日から12月31日までとする。

 5 　制限又は条件

いさき釣りの制限又は条件は、次のとおりとする。

( 1 )　操業区域においては、ロープ等により船舶を連結して

操業してはならない。

( 2 )　漁獲物を他の船舶に転載してはならない。

( 3 )　承認を受けた者は、操業に際し、自ら承認証を携帯す

るとともに、別記第 1 号様式によるプレートを他から見や

すい場所に表示しなければならない。

( 4 )　日没時 1 時間後から日の出時 1 時間前までの間は、操

業及び操業区域における船舶の錨
びょう

泊をしてはならない。

 6 　遵守すべき事項

尾叉
さ

長19センチメートル未満のいさきを釣ってはならない。

 7 　報告義務

承認を受けた者は、漁獲成績を別記第 2 号様式により毎年 9 

月30日までに委員会に報告しなければならない。この場合、県

外に住所を有する者にあっては、その住所地を管轄する都道府

許及び特

定第一種

免許の教

習に関す

る技能

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の教

習に関す

る知識

大型自動

車第二種

免許等の

技能教習

に関する

技能

大型自動

車第二種

免許等の

技能教習

に関する

知識

技能教習（自動車

の運転に関する技

能の教習をいう。

以下同じ。）に必

要な教習の技能

学科教習（自動車

の運転に関する知

識 の 教 習 を い

う。）に必要な教

習の技能

教則の内容となっ

ている事項その他

自動車の運転に関

する知識

自動車教習所に関

する法令について

の知識

教習指導員として

必要な教育につい

ての知識

教習指導員として

必要な自動車の運

転技能

技能教習に必要な

教習の技能

旅客自動車運送事

業及び自動車運転

代行業に関する法

令についての知識

実技試験又は面接試験に

より行うものとし、その合

格基準は、それぞれ80パー

セント以上の成績であるこ

と。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

面接試験又は論文式の筆

記試験により行うものと

し、その合格基準は、それ

ぞれ80パーセント以上の成

績であること。

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、85パーセント以上の

成績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、80

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。
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県の海区漁業調整委員会を経由して報告するものとする。

 8 　承認の取消し

委員会は、この指示に違反して操業したときその他漁業調整

上必要があると認めるときは、承認を取り消すことがある。

 9 　指示の有効期間

指示の有効期間は、平成24年 1 月 1 日から平成25年12月31日

までとする。

別記

第 1 号様式

宿毛市沖ノ島周辺海域におけるいさき釣り承認船が表示するプ

レート

注　プラスチック製で、黄地に黒文字で表示する。

第 2 号様式

年　　月　　日

高知海区漁業調整委員会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

氏名　　　　　　　　㊞

年いさき漁獲成績報告書

365ミリメートル

2
6
0
ミ

リ
メ

ー
ト

ル

高調 2  4 

月

 1 月

 2 月

 3 月

 4 月

 5 月

 6 月

 7 月

 8 月

 9 月

10月

11月

12月

合計

延べ操業日数 漁獲量(㎏) 漁獲金額(円) 操業海域

承認番号 船名 総トン数

トン
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